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実施中 実施中 消費税期限内納付 法人会 を 推進運動 

法人が平成23年 4月 1日以後終了する事業年度において、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、

「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります（租税特別措置の

適用状況の透明化等に関する法律第 3条）。

法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する必要がありますが、

これまで税務署に提出いただいた適用額明細書の中には、次のような誤りが多く見受けられます。

①　法人税申告書別表からの転記誤り

②　区分番号の記載誤り

③　中小法人等の軽減税率の適用額の記載誤り

④　所得が 0又は欠損の法人による税額控除適用等の記載誤り

適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出していただく必要が

ありますので、適用額明細書の作成に当たっては、ご注意ください。

適用額明細書の記載にご注意ください


